
 議案第４号 

   墨田区手数料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年６月１２日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区手数料条例の一部を改正する条例 

 墨田区手数料条例（平成１２年墨田区条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 別表 １区民関係の部１１の項を削り、同部１２の項中「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番

号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する

省令」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令（平成２

６年総務省令第８５号）」に改め、同項を同部１１の項とし、同部１３の項を同部１

２の項とし、同部１４の項中「１３の項」を「１２の項」に改め、同項を同部１３の

項とし、同部中１５の項を１４の項とし、１６の項から２２の項までを１項ずつ繰り

上げ、同部２３の項中「２４の項から２７の項」を「２３の項から２６の項」に改め、

同項を同部２２の項とし、同部中２４の項を２３の項とし、２５の項を２４の項とし、

同部２６の項中「２５の項」を「２４の項」に改め、同項を同部２５の項とし、同部

２７の項を同部２６の項とし、同部備考４中「２１の項及び２２の項」を「２０の項

及び２１の項」に改め、同表 ２保健衛生・環境関係の部７６の項中「第１４条第９

項」を「第１４条第１３項」に改め、同表 ３建築・都市計画・土木関係の部８０の

項中 
 

  

⑶ 小型広告板 
⑷ はり紙（ポスター

を含む。）又ははり

札等 
⑸ 広告旗 

１枚につき ４００円 
５０枚までごとにつき ２，

２５０円 
 
１本につき ４５０円 

 

「 



⑹ 立看板等 
⑺ 電柱又は街路灯柱

の利用広告 
⑻ 標識利用広告 
⑼ 宣伝車 
⑽ バス又は電車の車

体利用広告で長方形

の枠を利用する方式

によるもの 

⑾ 前号以外の車体利

用広告 

⑿ アドバルーン 

⒀ 広告幕（網） 

⒁ アーチ 

 

⒂ 装飾街路灯 

⒃ 店頭装飾 

１枚につき ４５０円 
１枚につき ３１０円 
 
１枚につき ２１０円 
１台につき ４，９５０円 
１枚につき ６１０円 
 
 
 
１台につき １，９５０円 
 
１個につき ２，８５０円 
１張につき ９９０円 
１基につき １０，６３０

円 
１基につき ５，０１０円 
１基につき １９，８００

円 
 

を 
 

  

⑶ プロジェクション

マッピング 
 
 
 
 
⑷ 小型広告板 
⑸ はり紙（ポスター

を含む。）又ははり

札等 
⑹ 広告旗 
⑺ 立看板等 
⑻ 電柱又は街路灯柱

の利用広告 
⑼ 標識利用広告 
⑽ 宣伝車 
⑾ バス又は電車の車

体利用広告で長方形

の枠を利用する方式

によるもの 

⑿ 前号以外の車体利

用広告 

⒀ アドバルーン 

面積５平方メートルまでご

とにつき ３，２２０円。

ただし、面積１，０００平

方メートルを超えるものに

あっては、６４４，０００

円 
１枚につき ４００円 
５０枚までごとにつき ２，

２５０円 
 
１本につき ４５０円 
１枚につき ４５０円 
１枚につき ３１０円 
 
１枚につき ２１０円 
１台につき ４，９５０円 
１枚につき ６１０円 
 
 
 
１台につき １，９５０円 
 
１個につき ２，８５０円 

 

「 

」 



⒁ 広告幕（網） 

⒂ アーチ 

 

⒃ 装飾街路灯 

⒄ 店頭装飾 

１張につき ９９０円 
１基につき １０，６３０

円 
１基につき ５，０１０円 
１基につき １９，８００

円 
 

に改める。 

   付 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 別表 １区民関係の部の改正規定 公布の日 

 ⑵ 別表 ３建築・都市計画・土木関係の部の改正規定 令和２年７月１日 

 ⑶ 別表 ２保健衛生・環境関係の部の改正規定 令和２年９月１日 

 

（提案理由） 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改

正等に伴い、区民関係手数料を廃止等するほか、東京都屋外広告物条例の一部改正等

に伴い、建築・都市計画・土木関係手数料を新設等する必要がある。 

」 


